
令 和 ４ 年 ９ 月

仙台労働基準監督署

陸 上 貨 物 運 送 業 に お け る

労働災害防止対策等について



労働災害発生状況（陸運業・仙台署管内）

労働災害発生状況の推移
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※全産業は長期的に減少傾向

陸運業は増加傾向



労働災害発生状況（陸運業・仙台署管内）

事故の型別の状況（R3年 303件の分析）
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労働災害発生状況（陸運業・仙台署管内）

起因物別の状況（R3年 303件の分析）
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災害事例（R３年５月）

【発生状況】
コンテナトレーラの運転手（被災者）が、配送先

の労働者２名とフォークリフトで荷下ろし作業を
行っていたところ、荷（太陽光パネルの架台の束、
約３ｔ）が崩れ、荷とコンテナの壁の間に挟まれ
た。

【発生原因】
・立ち入り禁止等の接触防止措置がとられていな

かったこと
・作業計画を作成していなかったこと
・荷の積み方が安定していなかったこと



労働災害事例（R４年３月）

【発生状況】
トレーラー運転手が事業場駐車場において、低床

セミトレーラにグリスを注入するためジャッキで持
ち上げた車体下で作業を行っていたところ、ジャッ
キが外れて、車体と地面との間に胸部を挟まれた。

【発生原因】
・安全支柱の使用等、危険防止措置を講じていな

かったこと
・作業手順書を作成していなかったこと
・危険作業について十分な教育が行われていな

かったこと



労働災害事例（R４年３月）

【発生状況】
鉄筋（２４ｔ）を積載したトレーラー（最大積載

量２６ｔ）を運転中、橋の手前のカーブ走行中に路
面凍結によりスリップし、橋の欄干に衝突した。そ
の後、キャビン部分のみ欄干を超えて橋上より落
下、炎上した。

【発生原因】
・凍結路面によりスリップしたこと



労働災害発生状況（陸運業）

令和3年
１月～12月

１月～８月の発生状況 前年との

令和4年 令和3年 増減比較

死傷者数 死亡 死傷者数 死亡 死傷者数 死亡 数 （％）

全 産 業 1,847 9 1,387 5 1,062 4 325 30.6％

陸上貨物
運送業

303 2 138 2 173 1 -35 -20.2％

道路貨物
運送業

263 1 132 2 170 1 -38 -22.4％

陸上貨物
取扱業

40 1 6 0 3 0 3 100.0％

令和４年８月末の速報値

陸上貨物運送業は、道路貨物運送業及び陸上貨物取扱業の合計



安全衛生管理体制の確立



安全衛生管理体制の確立

① 荷役作業担当者の指名

② 安全衛生方針の表明

安全管理者（50人以上）、安全衛生推進者
（10人以上50人未満）等から荷役災害防止担当
者を指名して、荷役作業の安全対策や荷主等との
連絡調整等を行ってください。

荷役作業の労働災害防止に組織的かつ継続的に
取り組むため、「安全衛生方針の表明」「安全目
標の設定」「安全衛生計画の作成」等に取り組ん
でください。
※SafeworK向上宣言の様式を活用可能



安全衛生管理体制の確立

③ 荷主等との安全衛生協議組織の設置
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荷役作業における
労働災害防止措置



荷役作業における労働災害防止措置

① 荷役作業の有無の事前確認

② 保護帽・安全靴の着用

運送の都度、荷主等の事業
場で荷役作業を行う必要があ
るか確認してください。

③ 自社内の荷役場所を安全に作業が行えるよう改善
荷役作業場所の作業環境確認、環境改善

④ その他

作業内容に配慮した服装。保護帽、
安全靴を着用させてください。

労働者が荷主先で不安全な荷役作業を求められ
た場合、荷主等に改善を要請してください。



荷役作業中の災害（墜落・転落）

墜落・転落災害の発生場所
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墜落・転落災害の
約6割が、トラッ
ク荷台から墜落と
なっている。

荷役作業中の災害（墜落・転落）

墜落箇所の状況
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荷主先が実施している墜落防止対策の事例

トラック上での荷役作業時の安全帯取付設備
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墜落・転落災害防止対策



墜落・転落災害防止対策

① 荷役作業を行う労働者に徹底させましょう！

・作業開始前に作業場所周辺の床・地面の凹凸の
確認、整理・整頓を行う。

・不安定な荷の上ではできる限り移動しない。

・荷締め、ラッピング等の作業は荷や荷台上では
行わずできる限り地上で行う。

・保護具（ヘルメット、安全帯）の着用。



墜落・転落災害防止対策

② 墜落防止施設・設備を使用しましょう！

荷台の上で作業を行う場合は、できる限りあお
りに取り付ける簡易作業床や移動式プラットホー
ムを使用してください。

あおりに簡易作業床を設置した例 安全帯取付設備を設置した例



墜落・転落災害防止対策

③ 貨物自動車の荷台への昇降設備の使用

最大積載荷重5トン以上の貨物自動車に荷の積
卸し作業をする場合には、昇降設備の使用が義務
づけられています。（安衛則151条の６７）

昇降設備の設置例



墜落・転落災害防止対策

④ 施設・設備への安全帯取付設備の設置

タンクローリーへの給油作業のようなタンク上
部に登って行う作業や荷台に積み上げた荷の上で
の作業等での墜落・転落災害を防止するため、で
きる限り施設・設備側に安全帯取付設備（親綱、
フック等）を設置してください。

安全帯取付設備の例 作業の様子



フォークリフトによる
労働災害防止対策



フォークリフトによる労働災害防止対策

① フォークリフトの運転資格の確認

② 定期自主検査の実施

最大荷重１トン未満・・・特別教育
最大荷重１トン以上・・・技能講習

年次点検（特定自主検査）、月次点検、作業
開始前点検を確実に実施してください。



フォークリフトによる労働災害防止対策

③ 作業計画の作成
フォークリフト作業を行うときは、作業計画

を作成し、関係労働者に周知してください。



フォークリフトによる労働災害防止対策

④ 作業指揮者の配置

⑤ フォークリフトを用いて荷役作業を行う労働者の遵守事項

労働者が複数で荷役作業を行う場合は、作業
指揮者を配置してください。

・フォークリフトの用途外使用をしない

・荷崩れ防止措置を行う

・急停止、急旋回を行わない

・荷役作業場の制限速度を遵守する

・バック走行時には、後方確認を徹底する



フォークリフトによる労働災害防止対策

⑥ フォークリフト使用ルールの設定と周知

⑧ フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分

⑦ 死角部分へミラー等設置

ミラー設置例 安全通路の区分例



ロールボックスパレット等

による労働災害防止対策



ロールボックスパレットによる労働災害防止対策

移動経路の整理整頓

床・地面の凹凸や傾斜をなくす

ロールボックスパレット等の進行方向の視界
を確保してください。

ロールボックスパレット等のキャスターが引っ
掛かって転倒することを防止してください。



安全教育の実施



安全教育の実施

◎荷役作業は、運送の都度、荷の種類、積卸し
のための施設・設備等が異なる場合が多く、
施設・設備面の改善による安全化を図りにく
い。

◎荷役作業は、荷主先等において、単独又は荷
主等の労働者と共同で作業が行われることが
あり、自社からの直接的な指示・支援を受け
にくい。

労働者の危険感受性を高め、安全最優先の作業
に取り組むよう安全教育の実施が重要である。



安全教育の実施

・荷役運搬作業における積卸し作業（ロープ掛け、
ロープ解きの作業及びシート掛け、シート外しの
作業を含む。）の知識

・使用器具及び工具

・作業箇所の安全確認

・服装及び保護具

・荷主等の事業場の構内における留意事項

・災害事例（厚生労働省HP：職場のあんぜんサイ
ト等）を用いてKYKを行う

安全教育の内容



転倒災害について

◎令和3年の休業 4 日以上の労働
災害を「事故の型別」でみる
と、転倒災害が最も多く、全労
働災害の約 3 割を占めている。

◎仙台労働基準監督署管内におけ
る令和 2 年 12 月～令和 3 年
3 月の期間に、238 件の転倒災
害が発生しており、うち 126 
件が積雪・凍結を原因とする災
害。

仙台労働基準監督署ホームページ

リーフレット掲載
転倒災害リーフ



転倒災害について

陸運業における転倒災害事例をみると

荷台とプラットホームの段差に躓いた・・・

荷降ろし中、パレットに躓いた・・・

会社敷地内の段差で躓いた・・・

駐車場の凍結箇所で滑った・・・

整理整頓の徹底、段差の解消、転倒危険箇
所の「見える化」等により転倒災害防止を図
りましょう。



STOP！転倒災害プロジェクト

全産業における労働
災害の約４分の1を占
める転倒災害を防止
するため、業種横断
的な取組として推進
している。

職場のあんぜんサイト→→→
（ストップ転倒災害のページ）



その他の厚生労働省における取組（参考情報）

転倒予防、腰痛予防の取
組として、
ホームページにおいて啓
発動画、啓発資料を公開
しています。

安全衛生教育時の教材と
しても御活用を。

厚労省ホームページ→→→
（転倒予防・腰痛予防の取組）
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医師等の意見の聴取
（安衛法第６６条の４）

就業上の措置
（安衛法第６６条の５）

就業場所の変更
作業転換

労働時間短縮
深夜業の回数減少等

医師等の意見を勘案し、
労働者の実情を考慮

事 後 措 置

意見：就業区分・・通常勤務
就業制限
要休業

必要に応じて保健指導
（安衛法第６６条の７）

健診結果（所見有無）の確認
（労働者への結果通知）

所
見

あ
り

所見なし 健診結果の保存（５年間）
（安衛法第６６条の３）

医師等への情報提供
（作業態様、作業環境、労働時間等）

健康診断について


